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連絡先 
Tel     042-989-2111   
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タイトル 日高市消防団員準中型自動車等運転免許取得費補助金 

取組の概要  

 〇準中型自動車免許取得費補助金制度 

〔内容〕 

 車両の運転要員の継続的な確保を目的に、準中型自動車免許を取得する

消防団員に対し、取得費の一部を補助する。また、赤ﾊﾞｲ隊を所有している

ことから、バイクの免許取得に対しても補助制度が適用されます。 

〔対象となる免許〕 

〇準中型自動車免許 

〇大型自動二輪免許 

〇普通自動車二輪免許 

 

〔条件〕 

〇団員歴が１年以上であること。 

〇団員として取得後３年以上活動すること。 
 

 

その他参考情報  

 ○https://hidaka-vfc.com  
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